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は
じ
め
に

　

村
松
愛
藏
は
、
愛
知
県
を
代
表
す
る
自
由
民
権
家
、
そ
し
て
自
由
党
激
化
事
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
飯
田
事
件
の
首
謀
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
憲
法
発
布
の
大
赦
で
出
獄
後
は
衆
議
院
議
員
と
し
て
政
界
に
復
帰
し
た
が
、
日
糖
事
件
と
よ
ば
れ
る
汚
職
事
件
に

よ
っ
て
五
カ
月
間
の
禁
錮
刑
を
受
け
、
以
後
、
政
界
か
ら
は
引
退
し
て
長
く
救
世
軍
の
活
動
に
従
事
し
た
。

　

青
年
時
代
、
最
終
的
に
は
政
府
転
覆
計
画
に
到
達
す
る
ま
で
に
自
由
民
権
運
動
に
挺
身
し
、
立
憲
政
体
の
成
立
に
情
熱
を
傾
け
た

村
松
が
、
な
ぜ
、
一
疑
獄
事
件
を
契
機
と
し
て
政
界
と
一
切
手
を
切
り
、
救
世
軍
の
活
動
に
専
念
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
本
稿
の
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関
心
は
、
主
に
こ
こ
に
あ
る
。
村
松
は
日
糖
事
件
の
下
獄
期
間
に
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
と
出
会
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
幼
年
時
代

か
ら
そ
の
感
化
を
受
け
、
飯
田
事
件
の
大
赦
後
に
は
入
信
さ
え
考
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
結
局
は
政
治
活
動
を
優
先
さ
せ
、
キ

リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
村
松
が
、
日
糖
事
件
に
よ
っ
て
政
治
活
動
を
捨
て
て
キ
リ
ス
ト
者
の
道
を
選
ん
だ
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。

　

従
来
の
村
松
研
究
は
、
伝
記（1
（

の
ほ
か
は
、
大
き
く
、
飯
田
事
件
の
首
謀
者
と
し
て
の
思
想
や
行
動（2
（

と
、
救
世
軍
士
官
と
し
て
の
そ

れ
（
（
（

と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
信
仰
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
光
を
あ
て
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
本
稿
が
こ
れ
を
も
っ
て
テ
ー
マ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
戦
闘
的
で
あ
っ
た
民
権
家
が
、
や
は
り
戦
闘
的
な
キ
リ
ス
ト
者
に
転
身
す
る
。
そ
れ
は
一
見
、
よ
く
あ
る
変
化
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
新
潟
を
代
表
す
る
民
権
家
・
加
藤
勝
弥
は
、
信
仰
と
政
治
の
両
立

に
悩
み
、
信
仰
の
た
め
の
政
治
を
志
し
て
生
涯
を
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
政
治
家
と
し
て
過
ご
し
た（4
（

。
ま
た
、
民
権
運
動
の
草
分
け
の
一
人

で
あ
る
片
岡
健
吉
は
、
信
仰
と
政
治
の
二
足
の
草
鞋
を
履
き
続
け
、
結
局
、
衆
議
院
議
長
兼
同
志
社
社
長
在
任
の
ま
ま
、
死
去
す
る

に
い
た
っ
て
い
る（5
（

。
村
松
の
ケ
ー
ス
は
こ
れ
と
あ
き
ら
か
に
相
違
し
て
お
り
、
む
し
ろ
、
片
岡
の
同
志
、
坂
本
直
寛
に
類
似
し
て
い

る
（
（
（

。
で
は
、
そ
の
内
面
に
お
け
る
信
仰
と
政
治
は
い
か
な
る
関
係
を
有
し
て
い
た
の
か
。
以
下
に
お
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二　

出
生
か
ら
民
権
運
動
、
代
議
士
へ

　

村
松
愛
藏
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
（
三
月
二
日
、
三
河
田
原
藩
で
家
老
職
を
務
め
て
き
た
名
家
・
村
松
家
の
長
男
と
し
て

誕
生
し
た
。
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
年
（
に
藩
校
成
章
館
に
入
り
、
そ
の
傍
ら
鈴
木
才
三
、
村
上
昭
武
な
ど
に
就
い
て
英
語
を
学
ん

だ
。
慶
應
二
年
、
父
の
隠
居
に
伴
っ
て
家
督
を
相
続
し
、
さ
ら
に
十
二
歳
で
城
中
に
初
出
仕
し
た
が
、
ま
も
な
く
版
籍
奉
還
、
廃
藩
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置
県
を
迎
え
る
。
廃
藩
後
、
解
職
さ
れ
た
村
松
は
駿
河
台
の
ロ
シ
ア
人
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
（Иван

 Дмитриевич
 

Касаткин

（
の
塾
に
入
っ
て
ロ
シ
ア
語
を
学
び
は
じ
め
、
さ
ら
に
、
外
務
省
語
学
所
で
ロ
シ
ア
語
を
専
攻
し
、「
政
治
学
ヲ
研
究（（
（

」

し
た
（
在
学
中
に
外
務
省
語
学
所
は
東
京
外
国
語
学
校
に
合
併（
8
（

（。
明
治
九
年
、「
肺
病
と
放
蕩
の
為
に
退
校
の
余
儀
な
き
に
至
っ
た（（
（

」

村
松（（（
（

は
、
一
旦
帰
郷
し
て
静
養
し
て
い
た
が
、
こ
の
頃
、
西
南
戦
争
が
勃
発
、
そ
し
て
終
結
し
て
反
政
府
運
動
は
自
由
民
権
運
動
と

し
て
盛
り
上
が
り
は
じ
め
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
年
（
に
は
愛
国
社
が
再
興
、
十
三
年
に
は
国
会
期
成
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
政
治
動
向
に
感
化
さ
れ
た
村
松
は
田
原
で
同
志
と
と
も
に
明
治
十
三
年
七
月
、「
恒
心
社
」
を
結
成
し
て
、
西
三
河
の
内

藤
魯
一
な
ど
と
呼
応
し
て
国
会
開
設
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
っ
そ
く
内
藤
と
と
も
に
国
会
開
設
請
願
書
を
携
え
て
上
京

を
め
ざ
し
、
村
松
は
途
中
で
急
病
の
た
め
倒
れ
た
も
の
の
、
内
藤
が
こ
れ
を
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
。
以
後
、
村
松
は
さ
か
ん
に
国

会
開
設
の
遊
説
を
行
い
、
憲
法
草
案
も
起
草（（（
（

、
明
治
十
四
年
に
自
由
党
が
結
成
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
入
党
し
た（（（
（

。
同
年
に
は
村
松
と

内
藤
が
中
心
と
な
っ
て
愛
知
県
出
身
者
に
よ
る
「
自
由
党
懇
親
会
」
を
開
催
し
、
計
六
十
四
名
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
明
治
十
四
年
に
は
田
原
で
も
青
年
結
社
「
如
水
社
」
が
結
成
さ
れ
、
夜
学
・
討
論
・
論
文
執
筆
な
ど
の
修
練
を
行
う
こ
と
に

な
る
と
、
村
松
も
賛
成
員
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
て
演
説
会
な
ど
を
開
い
て
い
る（（（
（

。
翌
年
三
月
に
板
垣
退
助
が
田
原
を
訪
れ
て
演
説

会
を
開
く
と
、
村
松
が
開
会
の
辞
を
述
べ
、
板
垣
は
国
家
統
治
法
、
民
選
議
院
設
立
の
必
要
を
説
い
た
と
い
う
。
同
年
末
に
村
松
は

『
愛
岐
日
報
』
の
主
筆
と
な
っ
た（（（
（

。
自
由
の
大
義
、
政
体
の
革
新
、
憲
政
の
実
現
、
そ
し
て
政
府
の
専
制
批
判
が
、
そ
の
論
旨
で

あ
っ
た
と
い
う（（（
（

。
地
元
で
は
政
治
活
動
の
た
め
散
財
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
こ
う
し
た
活
動
を
止
め
る
動
き
も
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、「
余
ハ
既
ニ
一
身
ヲ
供
シ
テ
自
由
ノ
為
メ
国
家
ノ
為
メ
尽
力
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
セ
リ
何
ソ
区
々
タ
ル
家
財
是
レ
顧
ミ
ル
ニ
遑
ア

ラ
ン
ヤ（（（
（

」
と
い
っ
て
退
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

寺
崎
修
氏
や
手
塚
豊
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
言
論
弾
圧
に
よ
っ
て
『
愛
岐
日
報
』
の
活
動
を
圧
迫
さ
れ
た
村
松
は
明
治
十
七
年
春
、

同
志
の
八
木
重
治
、
川
澄
徳
次
と
共
謀
し
て
明
治
政
府
を
弾
劾
す
る
檄
文
を
秘
密
出
版
し
、
政
治
変
革
を
目
指
す
計
画
を
立
案
し
た
。
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秘
密
出
版
は
、
ロ
シ
ア
語
に
通
じ
て
い
た
村
松
が
ロ
シ
ア
虚
無
党
の
戦
術
に
な
ら
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
檄
文
は
、
明
治

政
府
が
五
箇
条
の
誓
文
を
守
ら
ず
、「
武
断
シ
テ
以
中
央
ノ
権
力
漸
ク
長
ジ
官
吏
タ
ル
モ
ノ
其
座
ノ
暖
マ
ル
ニ
随
ツ
テ
頗
ル
暴
悖
ノ

心
ヲ
萌
生
シ
」
て
い
る
、
な
ど
と
徹
底
的
に
批
判
し
、
国
会
を
設
け
る
こ
と
こ
そ
が
「
聖
旨
」
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
と
し
た

上
で
、「
政
府
ヲ
革
メ
以
斯
国
ヲ
正
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
也
。
起
テ
ヨ
同
胞
諸
君
、
奮
ヘ
ヨ
ヤ
同
胞
諸
君
、
進
ン
デ
革
命
ノ
義
挙
ヲ

取
リ
、
速
ヤ
カ
ニ
賊
魁
ヲ
誅
戮
セ
ヨ
」
と
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る（（（
（

。
し
か
し
、
檄
文
配
布
は
警
察
の
警
戒
が
厳
重
で
資
金
収
集
も

う
ま
く
い
か
な
い
た
め
頓
挫
し
、
実
力
行
使
、
す
な
わ
ち
挙
兵
に
よ
っ
て
明
治
政
府
を
打
倒
す
る
決
意
を
固
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
愛
国
義
党
」
と
い
う
の
が
、
挙
兵
集
団
の
呼
称
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
募
兵
も
思
っ
た
よ
う
に
は
進
展
せ
ず
、
周
囲
の
自
由
党
員

か
ら
の
賛
同
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
計
画
は
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
、
静
岡
事
件
の
関
係
者
な
ど
と
綿
密
に
連
携
を

と
っ
て
計
画
を
進
め
て
い
っ
た
が
、
密
告
を
き
っ
か
け
に
未
然
に
発
覚
し
、
村
松
は
十
二
月
五
日
に
名
古
屋
警
察
署
に
勾
留
さ
れ
た
。

重
罪
裁
判
所
に
お
い
て
判
決
が
下
さ
れ
、
村
松
は
内
乱
陰
謀
罪
に
よ
っ
て
軽
禁
獄
七
年
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
刑
期
は
明
治
二
十
五
年

十
月
ま
で
と
な
っ
た
が
、
二
十
二
年
二
月
の
憲
法
発
布
の
大
赦
に
よ
っ
て
、
村
松
は
出
獄
す
る（（（
（

。
す
ぐ
に
政
治
活
動
を
再
開
し
た
村

松
は
、
後
藤
象
二
郎
の
大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
て
全
国
を
遊
説
し
、
名
古
屋
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
扶
桑
新
聞
』
で
筆
を
ふ
る
い

な
が
ら
、
二
十
三
年
に
板
垣
退
助
を
総
理
と
す
る
立
憲
自
由
党
が
結
党
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
入
党
し
て
評
議
員
と
な
っ
た
。
同
年
に

行
わ
れ
た
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
周
囲
か
ら
大
い
に
出
馬
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
納
税
制
限
に
よ
っ
て
被
選
挙
権
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
出
ら
れ
ず（（（
（

、
二
十
七
年
に
は
東
学
党
の
乱
の
視
察
の
た
め
渡
韓
し
、
翌
年
に
も
戦
後
の
視
察
と
し
て
再
び
渡
韓
、

二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
は
参
謀
本
部
の
委
嘱
を
受
け
て
、
イ
ン
ド
か
ら
エ
ジ
プ
ト
、
ト
ル
コ
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
な
ど
を
数

カ
月
に
わ
た
っ
て
視
察
し
た（（（
（

。
か
く
し
て
見
聞
を
広
め
た
村
松
は
、
三
十
一
年
三
月
の
第
五
回
衆
議
院
議
員
選
挙
で
当
選
し
て
政
界

に
復
帰
し（（（
（

、
自
由
党
、
憲
政
党
、
立
憲
政
友
会
に
所
属
、
後
述
す
る
日
糖
事
件
に
い
た
る
ま
で
お
よ
そ
十
年
間
、
断
続
的
に
代
議
士

生
活
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
（
正
確
に
は
、
明
治
三
十
一
年
の
第
六
回
衆
院
選
に
は
出
馬
せ
ず
、
三
十
五
年
の
第
七
回
衆
院
選
で
は
落
選
、
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翌
年
の
第
八
回
、
三
十
七
年
の
第
九
回
、
四
十
一
年
の
第
十
回
衆
院
選
で
は
、
い
ず
れ
も
当
選
し
て
い
る（
（（
（

（。

　

外
遊
か
ら
政
界
復
帰
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
い
か
に
も
戦
闘
的
民
権
家
ら
し
い
村
松
の
政
治
的
活
動
が
あ
っ
た
。
松
方
内
閣
が
第

十
一
議
会
に
臨
む
に
あ
た
り
、
進
歩
党
が
提
携
を
絶
っ
た
た
め
、
自
由
党
内
か
ら
薩
派
内
閣
と
提
携
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
は
じ

め
、
自
由
党
内
に
は
賛
否
両
論
が
噴
出
し
た
。
明
治
三
十
年
十
二
月
十
五
日
、
外
遊
か
ら
帰
国
し
た
村
松
が
会
長
と
な
っ
て
全
国
自

由
党
青
年
大
会
を
開
き
、
現
内
閣
は
「
近
ク
ハ
財
力
ニ
訴
テ
買
収
ヲ
逞
シ
ク
シ
今
ヤ
武
力
財
力
其
術
尽
キ
テ
猶
ホ
且
ツ
悔
非
ノ
途
ニ

就
ク
能
ハ
ズ
其
頑
冥
不
尽
ナ
ル
ヤ
憲
法
ヲ
蹂
躙
シ
国
政
ヲ
欺
弄
シ
今
ニ
至
ル
迄
一
善
行
ヲ
見
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
無
シ
」
と
糾
弾
し
、

速
や
か
に
現
内
閣
を
更
迭
し
て
「
剛
健
ナ
ル
国
民
的
新
内
閣
ヲ
組
織
」
す
る
よ
う
求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
内
閣
と

の
提
携
派
は
打
撃
を
受
け
、
第
十
一
議
会
で
は
劈
頭
で
内
閣
不
信
任
案
が
可
決
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
た

経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、
村
松
の
選
挙
区
の
名
望
家
が
彼
を
推
薦
す
る
に
い
た
り
、
代
議
士
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
語
学
力
や
外
遊
体

験
を
評
価
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
自
由
党
の
外
務
副
部
長
と
な
っ
て
外
交
に
関
す
る
質
問
案
な
ど
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
隈
板

内
閣
が
成
立
す
る
と
、
村
松
に
も
地
方
官
任
用
の
声
が
挙
が
っ
た
よ
う
だ
が
、
本
人
は
「
隠
居
役
は
御
免
」
と
い
っ
て
辞
退
し
た
と

い
う（（（
（

。
こ
う
し
た
戦
闘
的
姿
勢
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
明
治
三
十
五
年
の
選
挙
に
際
し
て
は
、
村
松
は
「
自
由
平
等
博
愛
主
義

の
化
身
な
り
…
…
君
が
所
謂
徳
望
な
る
も
の
此
等
実
践
躬
行
の
化
石
な
り
」
な
ど
と
評
さ
れ
た（（（
（

。

三　

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近

　

村
松
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
聞
い
た
の
は
、
明
治
十
四
、
五
年
頃
、
彼
が
さ
か
ん
に
政
治
活
動
を
展
開
し
、
新
聞
へ
の
寄
稿
も

積
極
的
に
行
っ
て
い
た
時
期
の
よ
う
で
あ
る
。
村
松
自
身
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
「
村
松
参
軍
伝
補
遺

（
上
（」
と
題
す
る
資
料
に
よ
る
と
、「
初
め
て
基
督
教
を
聞
い
た
の
は
二
十
歳
を
超
え
、
新
聞
記
者
の
時
で
あ
っ
た
」
と
村
松
は
回
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想
し
て
お
り
、「
若
い
時
か
ら
仏
教
へ
は
縁
遠
く
、
基
督
教
の
方
へ
と
自
然
と
ひ
っ
ぱ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
十
年

ほ
ど
前
、
ニ
コ
ラ
イ
の
も
と
で
ロ
シ
ア
語
を
学
ん
で
い
た
際
に
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
意
識
は
薄
か
っ
た
ら
し
く
、
ニ
コ
ラ
イ
か
ら

「
お
前
は
宗
教
を
や
る
心
算
か
、
単
に
露
語
を
学
ぶ
心
算
か
と
問
は
れ
、
後
者
だ
と
答
へ
た
。
す
る
と
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
て
、

忽
ち
こ
と
わ
ら
れ
て
了
つ
た（（（
（

」。
外
務
省
語
学
所
に
転
じ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う（（（
（

。
後
述
す
る
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
の
感
化
は
幼
少
期
か
ら
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
未
だ
希
薄
な
も
の
で
あ
り
、
自
覚
的
な
接
点
が
生
ま
れ
た
の
は
二

十
歳
頃
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
、
そ
れ
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
村
松
は
、
明
治
十
四
、
五
年
頃
に
は
、「
自
分
の
選
挙
区
を
率

ゐ
て
基
督
教
へ
飛
び
込
ま
う
か
と
考
へ
」
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
余
り
基
督
教
を
真
正
面
か
ら
や
つ
て
は
政
治
的
名
声
を
損
ふ
だ

ら
う
と
気
遣
つ
た
」
た
め
、
周
囲
か
ら
入
信
を
勧
め
ら
れ
、
日
曜
礼
拝
に
参
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
未
だ
確
実
な
信
仰
を
握

る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
は
、
信
仰
は
未
だ
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
政
治
活
動
こ
そ
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と

が
ら
で
あ
っ
た
。
後
年
、
救
世
軍
へ
の
入
隊
に
あ
た
っ
て
村
松
は
、「
私
は
昔
か
ら
基
督
教
に
因
縁
が
深
く
、
憲
法
発
布
の
年
に
基

督
教
に
入
ら
う
と
思
っ
た
程
で
す
」
と
告
白
し
、
大
赦
時
に
は
入
信
し
よ
う
と
す
る
ま
で
に
な
り（（（
（

、
先
述
の
イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、
ロ

シ
ア
訪
問
の
際
も
聖
書
を
持
参
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
同
時
に
儒
学
や
仏
教
な
ど
も
研
究
し
て
お
り（（（
（

、
信
者
と
な
る
に
は
い
た
ら
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
の
微
妙
な
距
離
感
が
、
以
後
、
日
糖
事
件
に
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る（（（
（

。
た
だ
、

「
禁
酒
と
い
ふ
位
の
こ
と
な
ら
よ
か
ら
う
と
思
つ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
禁
酒
会
の
機
関
誌
を
購
入
し
て
村
役
場
な
ど
に
配
布
し
た

こ
と
は
あ
っ
た
と
い
う（（（
（

。

　

さ
て
、
帝
国
議
会
議
員
と
し
て
の
村
松
に
つ
い
て
着
眼
す
る
と
き
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
明
治
三
十
二
年
に
山
県
有
朋

内
閣
が
提
出
し
た
宗
教
法
案
（
宗
教
団
体
の
法
人
化
を
規
定
し
た
も
の
。
そ
れ
ま
で
宗
教
団
体
は
民
法
上
の
法
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
（
だ
が
、
あ
い
に
く
貴
族
院
で
先
議
さ
れ
、
か
つ
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
て
い
る
た
め
、
村
松
の
態
度
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
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明
治
三
十
九
年
、
未
成
年
者
へ
の
酒
の
販
売
、
飲
酒
な
ど
を
禁
止
す
る
未
成
年
者
飮
酒
禁
止
法
案
が
提
出
さ
れ
た
際
、
委
員
に
選
出

さ
れ
た
村
松
が
、
未
成
年
者
の
飲
酒
を
禁
じ
た
第
一
条
の
但
し
書
き
に
、「
但
凶
礼
式
ノ
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
」
と
挿
入
し
て

ほ
し
い
、
と
発
言
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
会
で
の
儀
式
ワ
イ
ン
の
使
用
を
意
識
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
議
会
で
の
発
言
は
比
較
的
多
い
が
、
い
ず
れ
も
宗
教
的
事
項
と
は
関
係
な
く
、
彼
が
宗
教
家
と
し
て
の
自
負
よ
り
も
、

あ
く
ま
で
一
政
治
家
、
と
り
わ
け
外
交
通
の
そ
れ
と
し
て
の
自
負
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る（（（
（

。

四　

転
機
と
し
て
の
日
糖
事
件

　

明
治
三
十
年
代
、
日
本
最
大
の
製
糖
会
社
で
あ
っ
た
大
日
本
精
糖
株
式
会
社
（
日
糖
（
が
、
事
業
の
不
振
を
打
開
す
べ
く
帝
国
議

会
で
の
原
料
輸
入
砂
糖
戻
税
法
改
正
案
の
成
立
、
お
よ
び
砂
糖
官
営
実
現
な
ど
を
達
成
し
よ
う
と
代
議
士
の
買
収
な
ど
を
行
い
、
政

友
会
、
憲
政
本
党
な
ど
の
多
数
の
代
議
士
が
検
挙
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
日
糖
事
件
」
で
あ
る
。
村
松
は
明
治
四
十
二
年
四
月
十
五

日
に
検
挙
さ
れ
、「
賄
賂
を
収
受
し
又
は
聴
許
し
」
た
と
し
て
、
同
年
七
月
三
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
重
禁
錮
五
カ
月
の

判
決
を
受
け
た（（（
（

。
五
月
二
十
五
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
公
判
で
の
村
松
は
、
特
に
自
身
を
弁
明
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
控
訴
の
勧
め
も

断
っ
て
「
私
は
神
の
裁
判
を
受
け
ま
す
。
人
の
裁
判
は
受
け
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
服
役
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
発
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
政
治
活
動
の
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
表
面
化
を
し
ぶ
っ
て
い
た
村
松
は
、

公
判
開
始
時
、
さ
ら
に
判
決
後
に
は
、
あ
き
ら
か
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
村
松
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
村
松
自
身
は
、
四

月
に
逮
捕
さ
れ
て
未
決
監
の
独
房
に
入
れ
ら
れ
た
際
、「
著
し
い
霊
的
経
験
を
握
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
パ
ッ
と
四
、
五
本
の
火

が
来
て
」
胸
を
打
ち
、
こ
れ
が
「
火
の
バ
プ
テ
ス
マ
」
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
「
ダ
マ
ス
コ
途
上
の
パ
ウ
ロ
の
其

の
如
き
経
験
で
あ
つ
た
」。
そ
れ
か
ら
は
監
獄
生
活
が
愉
快
で
な
ら
な
く
な
り
、
出
獄
後
は
ど
う
す
べ
き
か
と
神
に
祈
り
求
め
、
救
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世
軍
の
も
と
に
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
。
十
二
月
五
日
に
出
獄
し
た
村
松
は
、
そ
の
ま
ま
救
世
軍
本
営
へ
と
向
か
っ
て
山
室

と
面
会
し
、「
救
世
軍
へ
入
れ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
」
た
め
、
関
連
書
籍
を
受
け
取
っ
て
読
み
ふ
け
っ
た（（（
（

。
十
二
月
八
日
付
の
『
東
京

朝
日
新
聞
』
は
「
村
松
愛
藏
と
語
る
」
と
題
す
る
記
事
を
掲
げ
、「
私
の
獄
中
生
活
は
経
木
真
田
と
聖
書
の
研
究
、
使
徒
行
伝
も
読

み
ま
し
た
し
百
約
記
も
読
み
ま
し
た
が
ま
だ
ま
だ
研
究
が
足
り
ま
せ
ん
、
最
う
今
日
か
ら
は
新
生
涯
に
入
る
の
で
す
」
と
い
う
六
日

付
の
村
松
の
談
話
を
伝
え
て
い
る（（（
（

。「
新
生
涯
」
の
ス
タ
ー
ト
は
、
救
世
軍
か
ら
の
人
生
の
再
出
発
で
あ
っ
た
。

　

村
松
は
こ
の
間
の
経
緯
と
当
時
の
心
境
に
つ
い
て
、
明
治
四
十
三
年
一
月
一
日
付
の
鈴
木
才
三
宛
の
年
賀
状
で
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

貴
兄
等
多
年
ノ
御
示
導
ニ
ヨ
リ
テ
、
愈
在
天
ノ
聖
霊
ニ
感
ス
ル
ヲ
得
テ
、
ソ
ノ
恩
寵
ノ
洪
大
ナ
ル
ニ
今
更
驚
居
候
。
昨
年
意
外
ノ
厄
ニ
遭
遇

候
処
、
コ
レ
普
通
ノ
危
難
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
実
ハ
神
様
ノ
御
業
ニ
テ
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
確
信
仕
候
。
拘
引
後
三
日
間
ハ
何
事
カ
何
故
カ
ト
少
シ

ク
煩
悶
致
候
得
共
、
一
旦
御
救
ヲ
得
ル
ヤ
豁
然
ト
シ
テ
覚
悟
シ
、
手
ノ
舞
足
ノ
踏
ム
ヲ
知
ラ
ズ
ト
イ
エ
ル
状
態
ニ
相
成
リ
申
候
。
私
ハ
思
ヒ

マ
シ
タ
、
身
体
ハ
狭
キ
処
ニ
押
シ
込
メ
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
、
心
ハ
自
由
ノ
境
ニ
遊
ブ
ヲ
得
、
何
等
ノ
幸
慶
ゾ
ト
。
天
道
ハ
是
也
公
也
、
一
方
ニ

奪
ヘ
バ
一
方
ニ
与
フ
。
天
道
ハ
是
邪
非
邪
ト
申
シ
歎
ク
者
有
之
候
得
共
、
私
ハ
明
瞭
ニ
断
乎
ト
シ
テ
、
天
道
ハ
極
メ
テ
公
平
至
テ
無
私
ナ
ル

コ
ト
ヲ
承
知
シ
得
タ
ル
コ
ト
ヲ
感
謝
罷
リ
在
リ
候
。
コ
レ
ト
申
ス
モ
多
年
御
母
様
及
貴
兄
ノ
御
教
訓
、
然
ラ
シ
ム
ル
所
ト
深
ク
奉
感
謝
候
。

敬
白

基
督
教
会
ヲ
視
ル
ニ
日
本
ニ
テ
ハ
、
目
下
最
多
ク
活
動
ス
ル
者
ハ
救
世
軍
ナ
ル
ガ
如
シ
、
神
ハ
自
ラ
助
ク
ル
者
ヲ
助
ク
。
僕
ハ
救
世
軍
ニ
投

ズ
ベ
ク
命
ゼ
ラ
ル
ル
ヲ
感
知
ス
。
今
後
不
相
替
御
示
導
奉
願
上
候（
（（
（

。

　

逮
捕
直
後
に
強
烈
な
霊
的
体
験
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
松
は
こ
の
事
件
に
よ
る
入
獄
を
「
神
様
ノ
御
業
」、「
極
メ
テ
公
平
至

テ
無
私
」
な
る
「
天
道
」
の
業
と
と
ら
え
、
し
た
が
っ
て
公
判
で
も
抗
弁
す
る
こ
と
な
く
服
役
し
て
「
自
由
」
な
監
獄
生
活
を
送
り
、
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出
獄
後
は
、
最
も
活
動
的
だ
と
考
え
ら
れ
た
救
世
軍（（（
（

に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
神
の
「
命
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

年
賀
状
の
宛
先
と
な
っ
て
い
る
鈴
木
才
三
は
、
先
述
の
通
り
幼
少
期
の
英
語
の
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
治
二
十
三
年
頃
、
村
松
が

政
府
批
判
の
健
筆
を
ふ
る
っ
て
い
た
名
古
屋
の
『
扶
桑
新
聞
』
の
主
宰
者
で
、
慶
應
義
塾
出
身
の
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た（（（
（

。

お
そ
ら
く
は
当
時
か
ら
、
鈴
木
か
ら
は
入
信
の
す
す
め
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
近
く
を
経
て
、
村
松
は
鈴

木
等
の
示
し
た
「
在
天
ノ
聖
霊
ニ
感
ス
ル
」
域
に
到
達
し
た
と
感
謝
の
念
を
つ
づ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
年
十
二
月
二
十
日
付
の
別
の

書
簡
で
は
、「
明
治
十
七
年
の
拘
引
よ
り
二
十
二
年
の
大
赦
に
至
る
の
間
得
る
所
少
な
か
ら
ざ
り
し
と
雖
も
然
れ
ど
も
今
回
の
如
く

判
然
確
乎
た
る
も
の
を
握
る
迄
に
は
到
ら
ざ
り
し
也
」
と
、
飯
田
事
件
で
の
収
監
中
は
今
回
の
如
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
確
信
を
得

る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
回
顧
し
、「
今
や
政
界
に
は
致
命
傷
を
得
た
る
も
の
否
寧
ろ
自
殺
を
遂
げ
た
る
も
の
と
謂
は
ざ
る
可

か
ら
ず
」
と
政
界
に
お
け
る
展
望
が
絶
望
的
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
止
め
た
上
で
、「
一
歩
を
進
め
て
僕
は
宗
教
界
に
投
ぜ
ん
と
欲

す
」
と
今
後
の
方
向
性
を
宣
言
し
て
い
た（（（
（

。

　

年
賀
状
の
二
日
後
の
明
治
四
十
三
年
一
月
三
日
、
神
田
橋
畔
の
和
強
楽
堂
で
救
世
軍
の
特
別
集
会
が
あ
り
、
村
松
は
救
世
軍
に
入

隊
す
る
に
い
た
っ
た（（（
（

。
入
隊
式
で
宣
誓
を
求
め
ら
れ
た
村
松
は
、「
私
は
村
松
愛
藏
と
申
し
ま
す
、
只
今
救
世
軍
の
兵
士
と
し
て
入

隊
す
る
の
光
栄
を
得
ま
し
て
無
上
の
快
楽
を
感
じ
ま
す
、
私
は
代
議
士
と
し
て
体
面
を
汚
す
様
な
大
失
態
を
演
じ
て
赤
衣
の
人
と
な

り
漸
く
出
獄
し
ま
し
た
、
肉
体
は
警
察
官
、
裁
判
官
の
た
め
に
囚
は
れ
ま
し
た
が
、
私
の
霊
魂
、
精
神
は
在
天
の
神
の
恵
を
受
け
て

生
来
曾
て
覚
え
ざ
る
歓
喜
を
感
じ
ま
し
た
、
私
は
残
る
半
生
を
神
の
僕
と
し
て
十
字
架
を
背
負
ひ
道
の
た
め
に
尽
し
ま
す
」
と
述
べ

た
（
（（
（

。

　

入
隊
を
受
け
入
れ
た
救
世
軍
側
で
は
、『
と
き
の
こ
ゑ
』（
救
世
軍
日
本
公
報
（
一
月
十
五
日
号
に
お
い
て
、「
村
松
愛
藏
氏
の
入

隊
」
と
題
す
る
記
事
を
掲
げ
、「
村
松
愛
藏
氏
が
和
強
楽
堂
の
信
念
集
会
に
て
入
隊
式
を
受
け
ら
れ
し
事
は
、
大
に
世
の
人
の
注
意

を
惹
き
起
し
た
様
子
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
神
は
悔
改
を
以
て
人
の
美
と
な
し
給
ふ
」
と
し
て
、「
ダ
ビ
デ
に
貴
き
は
其
大
な
る



10

法学研究 85 巻 4 号（2012：4）

罪
を
犯
し
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
思
切
て
美
事
に
悔
改
を
な
し
た
る
こ
と
で
あ
る
。
私
共
は
世
の
人
が
、
皆
村
松
氏
の
ご
と
く
深
く
自

ら
を
省
み
て
、
真
面
目
に
基
督
の
救
を
求
め
ん
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
ざ
る
者
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る（（（
（

。
村
松
の
「
罪
」
を
、
キ

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
罪
」
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
の
道
を
選
ん
だ
村
松
を
悔
い
改
め
の
模
範
と
し
て
評
価
し
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
紙
記
者
は
、
日
曜
の
聖
別
会
に
訪
れ
た
村
松
と
会
談
し
、
そ
の
内
容
を
二
月
一
日
付
の
紙
面
に
「
村
松
愛

藏
氏
と
語
る
」
と
題
し
て
そ
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
記
者
は
村
松
に
対
し
て
、
い
つ
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
の
か
と
問
い
、
こ

れ
に
対
し
て
村
松
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
長
文
だ
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
引
用
し
よ
う
。

私
が
今
日
に
至
り
ま
し
た
の
は
、
誠
に
次
第
々
々
に
導
か
れ
た
の
で
す
か
ら
、
何
時
か
ら
ど
う
と
云
ふ
こ
と
も
出
来
ま
せ
ぬ
が
、
明
治
四
五

年
豊
橋
で
英
語
を
習
っ
た
其
頃
か
ら
多
少
其
と
な
く
基
督
教
の
感
化
を
受
け
た
の
で
せ
う
。
其
後
亡
く
な
っ
た
福
澤
諭
吉
先
生
、
中
村
敬
宇

先
生
、
そ
れ
か
ら
今
も
存
命
で
居
ら
れ
る
加
藤
弘
之
博
士
等
が
寄
っ
て
明
六
雑
誌
と
云
ふ
雑
誌
を
出
し
て
居
ら
れ
た
頃
、
其
中
に
あ
っ
た
基

督
教
主
義
の
文
章
等
も
矢
張
多
少
の
印
象
を
残
し
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
。
其
か
ら
明
治
十
年
の
戦
争
が
起
る
国
会
の
運
動
に
投
じ
る
と
云

ふ
様
に
、
学
生
を
や
め
て
政
治
運
動
に
身
を
寄
せ
ま
し
た
か
ら
、
信
仰
の
方
は
そ
れ
き
り
と
云
ふ
様
に
な
っ
て
居
ま
し
た
が
…
…
禁
酒
会
の

刷
物
を
送
り
出
し
た
様
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
其
頃
か
ら
私
の
従
妹
に
鈴
木
か
い
と
申
す
婦
人
が
あ
り
ま
し
て
、
基
督
を
信
仰
し
て
居
ま
し

た
の
で
、
屢
々
聖
書
を
く
れ
た
り
等
致
し
ま
し
た
。
夫
か
ら
妻
の
母
も
清
水
か
ぎ
と
申
し
て
矢
張
信
者
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
其
等
の
婦
人

達
の
感
化
を
受
け
て
私
の
心
は
余
程
動
い
て
は
来
た
の
で
す
け
れ
共
、
兎
に
角
あ
の
辺
は
真
宗
の
根
拠
地
の
様
な
も
の
で
す
か
ら
、
断
然
た

る
決
心
も
出
来
ず
に
居
ま
し
た
。
…
…
こ
ん
な
中
に
今
度
の
様
な
こ
と
に
な
り
、
事
が
始
ま
る
と
共
に
法
律
は
扨
置
い
て
神
様
に
対
し
て
は

勿
論
大
罪
人
で
あ
る
と
思
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
早
速
神
様
の
前
に
罪
を
赦
し
、
思
い
切
て
基
督
に
縋
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
実
に
此
様
な

よ
い
折
は
復
ト
と
な
い
と
思
つ
た
か
ら
で
す（
（（
（

。

　

こ
れ
に
よ
り
、
民
権
活
動
に
挺
身
し
て
い
る
当
時
は
信
仰
に
は
不
熱
心
だ
っ
た
こ
と
、
周
囲
の
勧
め
に
も
乗
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
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し
か
し
禁
酒
運
動
に
は
従
事
し
た
こ
と
、
な
ど
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
地
元
で
の
修
学
時
代
か
ら
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
感
化

を
受
け
、
明
治
初
期
の
啓
蒙
思
想
家
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
す
る
阻

害
要
因
と
し
て
、
地
元
が
「
真
宗
の
根
拠
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
日
糖
事
件
に
お
け
る
逮
捕
を
、
法
律
問
題
は
差
し
措
い

て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
罪
」
と
し
て
と
ら
え
、
神
に
救
い
を
求
め
た
結
果
と
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
た
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
経
緯
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

先
述
の
通
り
、
村
松
は
「
若
い
時
か
ら
仏
教
へ
は
縁
遠
く
」、
そ
れ
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
が
、

個
人
と
し
て
は
仏
教
と
縁
遠
か
っ
た
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
道
と
な
り
、
逆
に
土
地
と
し
て
は
縁
深
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
道
に

と
っ
て
障
害
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
村
松
は
幼
少
期
、
そ
し
て
修
学
期
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
感
化
を
受
け
、
二
十
歳
頃
に
は

具
体
的
な
教
え
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ま
だ
信
徒
と
な
る
ま
で
に
は
信
仰
は
深
ま
ら
ず
、
そ
の
時
は
日
糖
事
件
に
よ

る
入
獄
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
村
松
は
天
命
を
悟
り
、
長
い
迂
回
を
経
て
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
道
に
た
ど
り
着
い
て
、
政
界
と
は
一
線
を
画
し
な
が

ら
、
救
世
軍
銀
座
小
隊
に
配
属
さ
れ
、
小
隊
長
高
城
中
校
の
も
と
で
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。
郷
土
か
ら
は
政
界
復
帰
を
期
待
す
る
声

が
挙
が
っ
た
が
、
自
分
の
政
界
入
り
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
、
い
ま
は
神
に
仕
え
、
社
会
の
腐
敗
を
矯
正
し
て
人
間
の
魂
の
入
れ

替
え
を
す
る
決
意
だ
と
断
っ
た
と
い
う
。
同
年
九
月
に
は
救
世
軍
士
官
学
校
に
入
校
し
、
以
後
、
同
軍
の
活
動
に
挺
身
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
妻
の
き
み（（（
（

も
明
治
四
十
四
年
一
月
に
救
世
軍
士
官
学
校
に
入
校
し
、
活
動
を
と
も
に
し
て
い
く
格
好
と
な
っ
た（（（
（

。

五　

む
す
び
に
代
え
て

　

村
松
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
（
に
小
校
、
同
八
年
に
中
校
、
同
十
五
年
に
参
軍
に
昇
進
し
、
主
に
救
世
軍
本
営
で
人
事
部
相
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談
部
主
任
と
し
て
、
心
霊
、
職
業
、
疾
病
、
異
性
な
ど
様
々
な
問
題
を
取
り
扱
い
、
そ
の
件
数
は
合
計
二
万
八
千
六
百
三
十
三
件
に

及
ん
だ
。
大
正
十
年
に
郷
里
の
尋
常
小
学
校
教
員
・
近
藤
博
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
村
松
は
、「
私
ハ
東
京
ノ
今
ノ
立
場
ヲ
一
日
モ

離
ル
ヽ
能
ハ
ザ
ル
状
態
ニ
有
之
候
間
、
当
分
ハ
毎
日
毎
日
本
営
ノ
一
室
ニ
テ
立
チ
籠
ッ
テ
出
来
ル
限
リ
ノ
微
力
ヲ
致
シ
テ
、
可
成
多

数
ノ
方
々
ノ
御
相
談
ノ
御
相
手
ヲ
致
シ
テ
喜
ン
デ
居
ル
コ
ト
ヲ
御
承
知
置
下
サ
レ
度
候
」
と
書
き
送
っ
て
お
り
、
相
談
業
務
に
精
励

し
、
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る（（（
（

。
救
世
軍
側
で
も
、
村
松
の
人
事
相
談
に
つ
い
て
、「
救
世
軍
本
営
に
在
り
て
の

人
事
相
談
は
、
彼
の
老
練
と
世
話
強
い
の
と
を
以
て
し
て
、
一
部
の
社
会
の
呼
び
物
と
な
っ
て
居
る
」
と
評
価
し
て
い
る（（（
（

。
こ
の
ほ

か
村
松
は
、
親
交
の
あ
っ
た
高
津
高
二
宛
の
昭
和
六
年
六
月
十
日
付
の
ハ
ガ
キ
で
、「
中
部
禁
酒
連
名
ノ
組
織
会
」
が
開
催
さ
れ
る

こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
「
廃
娼
問
題
ニ
就
テ
」
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
記
し
て
い
る
よ
う
に（（（
（

、
廃
娼
運
動
や
禁
酒

禁
煙
運
動
も
呼
び
か
け
、
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
た
が
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
（
に
は
現
役
士
官
を
引
退
し
た
。
引
退
後
も

一
宗
教
家
と
し
て
活
動
を
続
け
た
も
の
の
、
昭
和
十
四
年
四
月
十
一
日
に
、
八
十
三
歳
で
死
去
し
て
い
る（（（
（

。
こ
の
間
、
郷
里
田
原
の

こ
と
を
祈
り
続
け
、
田
原
か
ら
も
次
々
と
救
世
軍
兵
士
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う（（（
（

。

　

村
松
愛
藏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
な
が
ら
も
、
当
初
は
信
仰
的
確
信
が
も
て
ず
、
ま
た
政
治
活
動
へ
の
抵
触
を
恐
れ
て
、
そ
れ

を
表
に
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
政
治
活
動
よ
り
も
優
先
し
、
ど
ち
ら
か
を
と
れ
と
言
わ
れ
れ
ば

前
者
を
選
択
す
る
と
し
て
い
た
片
岡
健
吉（（（
（

な
ど
と
は
、
ま
だ
信
仰
の
深
度
が
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
日
糖
事
件
で
の
入
獄
に
よ
る

霊
的
体
験
に
よ
っ
て
劇
的
変
化
を
遂
げ
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
民
権
家
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
信
仰
と
政
治
活
動
と
の
両
立
と
い
う
問
題

を
飛
び
越
し
て
、
政
治
活
動
を
捨
て
て
宗
教
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
坂
本
直
寛
は
、
明
治
二
十
九
年
に
政
界
に
失
望
し

て
政
治
活
動
を
断
念
し
、
伝
道
と
北
海
道
開
拓
に
専
念
し
た
が（（（
（

、
村
松
は
政
治
へ
の
絶
望
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
環
境
の
中
で
、
宗
教

活
動
へ
の
道
を
見
い
だ
し
、
過
去
の
政
治
的
遍
歴
を
も
否
定
し
き
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
選
択
が
以
後
二
十
年
に
わ

た
っ
て
続
き
、
生
涯
維
持
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
人
物
の
特
色
が
あ
る
。
民
権
家
と
し
て
も
政
府
転
覆
を
企
て
た
と
い
う
、
多
分
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に
戦
闘
的
で
あ
っ
た
彼
は
、
魂
の
救
済
と
い
う
新
た
な
目
標
に
対
し
て
も
、
や
は
り
戦
闘
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
間
に
あ
る
代
議

士
時
代
を
凌
駕
す
る
強
い
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
村
松
が
死
去
し
た
際
、
救
世
軍
中
将
・
山
室
軍
平
は
、「
代
議
士
か
ら

救
世
士
官
へ
」
と
題
す
る
論
説
を
『
と
き
の
こ
ゑ
』
に
掲
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
年
ば
か
り
前
、
君
は
老
年
の
た
め
に
退
隠
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
も
機
さ
へ
あ
れ
ば
集
会
に
出
て
、
若
い
者
を
鼓
舞
奨
励
し
て
居
ら
れ
た
。

君
は
前
日
代
議
士
と
し
て
、
国
の
大
政
を
論
議
し
た
時
に
勝
り
、
一
救
世
軍
人
と
し
て
貧
民
弱
者
に
奉
仕
す
る
間
に
、
真
の
満
足
を
発
見
し

て
居
ら
れ
た
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

村
松
自
身
、
信
仰
と
は
「
闘
い
」
だ
と
い
う
意
識
を
、
強
く
持
っ
て
い
た
。
年
不
明
の
十
一
月
二
十
三
日
付
近
藤
博
宛
ハ
ガ
キ
で

は
、「
洗
礼
ヲ
受
ク
ル
者
弐
名　

天
ニ
於
テ
大
ナ
ル
喜
ア
リ
シ
コ
ト
ナ
ラ
ン　

求
道
者
ハ
起
ル
コ
ト
ア
ラ
ン　

改
心
者
ハ
出
ツ
ル
コ

ト
ア
ラ
ン　

キ
リ
ス
ト
ノ
精
兵
タ
ル
者
実
ニ
希
レ
ナ
ク
今
回
ノ
弐
名
ガ
何
卒
精
兵
ト
ナ
ラ
ン
ト
切
ニ
祈
ル
所
ニ
御
座
候
ハ
レ
ル
ヤ（（（
（

」

と
洗
礼
を
受
け
た
者
が
キ
リ
ス
ト
の
「
精
兵
」
と
な
る
こ
と
を
祈
り
、
や
は
り
年
不
明
の
六
月
十
一
日
付
近
藤
博
宛
の
ハ
ガ
キ
で
も
、

近
藤
に
「
猛
進
勇
戦
ス
ル
時
ナ
リ
…
…
信
仰
ヨ
リ
信
仰
ニ
恩
寵
ヨ
リ
恩
寵
ニ
一
刻
モ
猶
臆
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
進
展
又
進
展
」
す
る
よ
う

勧
め
て
い
る（（（
（

。

　

そ
の
「
闘
い
」
と
は
、
こ
の
世
の
誘
惑
と
の
「
闘
い
」
で
あ
り
、
ま
た
敵
を
倒
す
「
闘
い
」
で
は
な
く
、
敵
を
も
愛
す
る
「
闘

い
」
で
あ
っ
た
。
高
津
は
、
大
正
十
五
年
に
村
松
か
ら
村
松
愛
用
の
聖
書
を
贈
ら
れ（（（
（

、「
村
松
先
生
」
か
ら
特
に
教
え
ら
れ
た
箇
所

に
赤
線
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
村
松
の
信
仰
的
態
度
の
特
徴
と
し
、
こ
の
拙
い
稿
を
閉
じ
た
い
。

我
は
汝
ら
に
告
ぐ
、
な
ん
ぢ
ら
の
仇
を
愛
し
、
汝
ら
を
責
む
る
者
の
た
め
に
祈
れ
。
こ
れ
天
に
い
ま
す
汝
ら
の
父
の
子
な
ら
ん
為
な
り
。
天
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の
父
は
そ
の
日
を
悪
し
き
者
の
う
へ
に
も
、
善
き
者
の
う
へ
に
も
昇
ら
せ
、
雨
を
正
し
き
者
に
も
、
正
し
か
ら
ぬ
者
に
も
降
ら
せ
給
ふ
な
り
。

（
マ
タ
イ
伝
（

誘
惑
に
陥
ら
ぬ
や
う
目
を
覚
し
、
か
つ
祈
れ
。
実
に
心
は
熱
す
れ
ど
も
肉
体
は
よ
わ
き
な
り
（
マ
タ
イ
伝
（

人
を
怨
む
る
事
あ
ら
ば
免
せ
、
こ
れ
は
天
に
在
す
汝
ら
の
父
の
、
汝
ら
の
過
失
を
免
し
給
は
ん
為
な
り
（
マ
ル
コ
伝
（

わ
れ
更
に
汝
ら
聴
く
も
の
に
告
ぐ
、
な
ん
ぢ
ら
の
仇
を
愛
し
汝
ら
を
憎
む
者
を
善
く
し
、
汝
ら
を
詛
ふ
者
を
祝
し
、
汝
ら
を
辱
し
む
る
者
の

た
め
に
祈
れ
。
な
ん
ぢ
ら
の
頰
を
打
つ
者
に
は
、
他
の
頰
を
も
向
け
よ
。
な
ん
ぢ
ら
の
上
衣
を
取
る
者
に
は
下
衣
を
も
拒
む
な
。
す
べ
て
求

む
る
者
に
与
へ
、
な
ん
ぢ
ら
の
者
を
奪
ふ
者
に
復
求
む
な
。（
ル
カ
伝
（

人
を
赦
せ
、
然
ら
ば
汝
ら
も
赦
さ
れ
ん
。
人
に
与
へ
よ
。
然
ら
ば
汝
ら
も
与
へ
ら
れ
ん
。（
ル
カ
伝（
（（
（

（

（
1
（　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
小
沢
耕
一
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』（
村
松
愛
蔵
の
つ
ど
い
、
昭
和
六
十
一
年
（、
柴
田
良
保
『
自
由

民
権
村
松
愛
蔵
と
そ
の
予
告
』（
白
い
家
、
昭
和
五
十
九
年
（
の
二
著
の
ほ
か
、
田
原
町
文
化
財
保
護
審
議
会
・
田
原
町
史
編
さ
ん
委
員

会
編
『
田
原
町
史
』
下
巻
（
田
原
町
・
田
原
町
教
育
員
会
、
昭
和
五
十
三
年
（、
八
三
八
︱
八
六
〇
頁
、
鈴
木
金
太
（
蔵
山
（『
衆
議
院
議

員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』（
山
田
丹
心
館
、
明
治
三
十
五
年
（、
一
︱
五
三
頁
、
大
久
保
利
夫
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝
︱
一

名
・
帝
国
名
士
叢
伝
』
第
三
冊
（
六
法
館
、
明
治
二
十
三
年
（、
一
〇
八
一
︱
一
〇
八
三
頁
、
な
ど
が
あ
る
。
小
沢
氏
の
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
評
伝
で
内
容
が
充
実
し
て
お
り
、
ま
た
巻
末
に
村
松
の
書
簡
な
ど
の
「
資
料
」
を
収
録
し
て
い
る
た
め
、

本
稿
で
も
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
い
る
。
柴
田
氏
の
伝
記
は
浩
瀚
だ
が
、
小
説
風
の
も
の
で
、
学
術
的
評
伝
で
は
な
い
。

（
2
（　

寺
崎
修
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
︱
急
進
的
自
由
民
権
運
動
家
の
軌
跡
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
平
成
二
十
年
（、
第
二
章

「
村
松
愛
藏
︱
飯
田
事
件
を
中
心
に
」、
手
塚
豊
『
自
由
民
権
裁
判
の
研
究
〈
中
〉』（
慶
應
通
信
、
昭
和
五
十
九
年
（、
第
一
章
「
自
由
党
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飯
田
事
件
の
裁
判
に
関
す
る
一
考
察
」、
な
ど
、
参
照
。
飯
田
事
件
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
両
書
に
詳
し
い
。

（
（
（　

日
比
野
元
彦
「
村
松
愛
蔵
と
日
本
救
世
軍
」（『
東
海
近
代
史
研
究
会
会
報
』
第
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
（、
な
ど
。
河
合
光
治
編

『
代
議
士
よ
り
救
世
軍
士
官
に　

村
松
愛
蔵
研
究
︱
資
料
と
解
説
』（
友
愛
書
房
、
平
成
二
年
（
は
本
稿
で
も
活
用
す
る
貴
重
な
資
料
集
で
、

村
松
に
つ
い
て
の
様
々
な
回
想
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
編
者
の
河
合
氏
が
救
世
軍
元
士
官
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
重
点
は
救
世

軍
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
4
（　

拙
稿
「
自
由
民
権
家
と
し
て
の
加
藤
勝
弥
」（『
法
学
研
究
』
第
八
十
二
巻
二
号
、
平
成
二
十
一
年
二
月
（、
拙
稿
「
加
藤
勝
弥
の
政

治
思
想
と
そ
の
活
動
︱
後
半
生
を
中
心
に
」（『
法
学
研
究
』
第
八
十
三
巻
七
号
、
平
成
二
十
二
年
七
月
（。

（
5
（　

拙
稿
「
片
岡
健
吉
に
お
け
る
信
仰
と
政
治
」（『
法
学
研
究
』
第
八
十
四
巻
十
一
号
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
（。

（
（
（　

山
崎
保
興
「
自
由
民
権
運
動
と
キ
リ
ス
ト
教
︱
坂
本
直
寛
の
場
合
」（『
北
星
論
集
』
第
十
号
、
昭
和
四
十
八
年
（、
一
〇
七
︱
一
二

〇
頁
。

（
（
（　

前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝
︱
一
名
・
帝
国
名
士
叢
伝
』、
一
〇
八
一
頁
。

（
8
（　

在
校
時
代
に
東
京
外
国
語
学
校
教
授
レ
フ
・
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
（Лев

 Мечников

（
か
ら
受
け
た
政
治
思
想
的
影
響
に
つ
い
て
は
、

渡
辺
雅
司
『
明
治
日
本
と
ロ
シ
ア
の
影
』（
東
洋
書
店
、
平
成
十
五
年
（、
四
九
頁
以
下
、
参
照
。

（
（
（　
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
上
（」（
前
掲
『
代
議
士
よ
り
救
世
軍
士
官
に　

村
松
愛
蔵
研
究
︱
資
料
と
解
説
』、
所
収
（、
一
〇
頁
。
学
校

で
は
「
放
蕩
磊
落
」
の
た
め
に
二
週
間
の
停
学
処
分
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝
︱
一
名
・
帝

国
名
士
叢
伝
』、
一
〇
八
三
頁
（。

（
10
（　

村
松
が
東
京
外
語
学
校
「
上
等
」
課
程
三
年
を
修
了
し
た
、
あ
る
い
は
東
京
外
語
学
校
を
卒
業
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
（
前
掲
『
回

天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
九
頁
、
前
掲
『
田
原
町
史
』
下
巻
、
八
四
〇
頁
（
が
、
前
掲
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
上
（」
は
村
松
本
人
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
途
中
で
退
学
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
村
松
は
後
述
す
る
別
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
も
、「
学
生
を
や
め
て
政
治
運
動
に
身
を
寄
せ
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
（『
と
き
の
こ
ゑ
』
明
治
四
十
三
年
二
月
一
日
号
、
六

頁
（。
ま
た
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
浩
瀚
な
野
中
正
孝
編
著
『
東
京
外
国
語
学
校
史
︱
外
国
語
を
学
ん
だ
人
た
ち
』（
不
二
出
版
、
平
成
二
十

年
（
も
、
村
松
は
「
九
年
に
中
退
」
と
し
て
い
る
（
同
、
一
一
一
頁
（。

（
11
（　

村
松
の
憲
法
草
案
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
昇
「
自
由
民
権
新
資
料
︱
村
松
愛
蔵
憲
法
草
案
」（『
歴
史
評
論
』
第
八
十
九
号
、
昭
和
三
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十
三
年
一
月
（、
家
永
三
郎
・
松
永
昌
三
・
江
村
栄
一
編
『
新
編 

明
治
前
期
の
憲
法
構
想
』（
福
村
出
版
、
平
成
十
七
年
（、
七
九
︱
八
一
、

四
〇
八
︱
四
一
〇
頁
、
な
ど
参
照
。

（
12
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
四
︱
二
一
頁
、
前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』、
六
頁
。
愛
知
県
か
ら

自
由
党
結
成
に
参
加
し
た
の
は
、
村
松
の
ほ
か
、
内
藤
魯
一
、
相
馬
政
徳
、
荒
川
定
英
、
太
田
松
治
郎
、
庄
林
一
正
、
澁
谷
良
平
の
、
計

七
名
で
あ
る
（
鈴
木
清
節
編
『
三
河
憲
政
史
料
』
三
河
憲
政
史
料
刊
行
会
、
昭
和
十
六
年
（、
五
七
︱
五
八
頁
。

（
1（
（　

前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
七
二
︱
七
五
頁
。

（
14
（　

前
掲
『
田
原
町
史
』
下
巻
、
八
四
一
︱
八
四
二
頁
。

（
15
（　

前
掲
『
田
原
町
史
』
下
巻
、
八
四
三
頁
。

（
1（
（　

前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』、
九
頁
。

（
1（
（　

前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝
︱
一
名
・
帝
国
名
士
叢
伝
』、
一
〇
八
三
頁
。

（
18
（　

前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
一
一
七
︱
一
二
八
頁
。

（
1（
（　

出
獄
を
待
っ
て
、
名
古
屋
で
大
阪
事
件
関
係
者
と
の
合
同
大
歓
迎
会
が
催
さ
れ
た
（
前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
一
八
〇
頁
（。

（
20
（　

前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
二
〇
五
︱
二
〇
八
頁
。 

（
21
（　

こ
の
と
き
の
体
験
談
が
、「
村
松
氏
欧
亜
漫
遊
談
」
と
し
て
、
前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
政
治
、
経
済
情
勢
視
察
が
中
心
で
、
宗
教
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
（
四
七
︱
四
九
頁
（。

（
22
（　

こ
の
と
き
の
選
挙
戦
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
二
七
三
︱
二
七
四
頁
、
に
詳
し
い
。

（
2（
（　

前
掲
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
』、
二
七
︱
五
二
頁
、
前
掲
『
自
由
民
権
裁
判
の
研
究
〈
中
〉』、
六
︱
四
八
頁
、
前
掲
『
回
天
の
志

士　

村
松
愛
蔵
』、
三
九
︱
四
四
頁
、
前
掲
『
田
原
町
史
』
下
巻
、
八
五
二
︱
八
五
三
頁
。

（
24
（　

前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』、
五
〇
︱
五
二
頁
。

（
25
（　

前
掲
『
衆
議
院
議
員
候
補
者
評
伝
︱
逐
鹿
界
之
片
影
』、
二
︱
三
頁
。

（
2（
（　

ち
な
み
に
、
ニ
コ
ラ
イ
は
日
記
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
（
中
村
健
之
介
監
修
・
訳
『
宣
教
師

ニ
コ
ラ
イ
の
全
日
記
』
第
一
巻
、
教
文
館
、
平
成
十
九
年
（。

（
2（
（　

前
掲
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
上
（」、
九
頁
。
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（
28
（　

こ
の
大
赦
の
際
に
、
渡
辺
崋
山
の
同
志
だ
っ
た
鈴
木
晴
山
の
長
女
、
鈴
木
諧
子
（
村
松
の
従
姉
に
あ
た
る
（
か
ら
聖
書
を
も
ら
い
受

け
、
国
や
民
を
愛
す
る
な
ら
こ
れ
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
、
本
人
も
大
切
に
扱
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
「
村
松
愛
蔵
と
日
本

救
世
軍
」、
四
頁
、『
と
き
の
こ
ゑ
』
昭
和
十
四
年
五
月
一
日
、
三
頁
（。

（
2（
（　

村
松
は
自
室
に
、
孔
子
、
釈
迦
、
キ
リ
ス
ト
の
画
を
掲
げ
て
敬
意
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
（
山
室
軍
平
編
『
代
議
士
か
ら
救
世
軍
士

官
に
』
救
世
軍
出
版
及
供
給
部
、
昭
和
五
年
、
二
頁
（。

（
（0
（　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
一
月
五
日
付
。

（
（1
（　

前
掲
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
上
（」、
一
二
︱
一
三
頁
。

（
（2
（　
「
帝
国
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
国
立
国
会
図
書
館
、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/

、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日
ア

ク
セ
ス
（。
た
だ
、
未
成
年
者
飮
酒
禁
止
法
案
は
結
局
、
衆
議
院
で
否
決
さ
れ
て
い
る
（「
第
二
十
二
議
会
議
案
経
過
録
」『
政
友　

第
二

十
二
議
会
報
告
書
』
第
七
十
一
号
、
明
治
三
十
九
年
四
月
二
十
五
日
、
二
七
頁
（。

（
（（
（　

雨
宮
昭
一
「
日
糖
事
件
」（
我
妻
栄
編
『
日
本
政
治
裁
判
史
録　

明
治
・
後
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
四
十
四
年
、
所
収
（、
四
八
六

︱
五
二
六
頁
。

（
（4
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
四
五
頁
。

（
（5
（　
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
下
（」（
前
掲
『
代
議
士
よ
り
救
世
軍
士
官
に　

村
松
愛
蔵
研
究
︱
資
料
と
解
説
』、
所
収
（、
一
三
︱
一
五
頁
。

（
（（
（　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
二
年
十
二
月
八
日
付
。

（
（（
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、「
資
料
」、
六
〇
︱
六
一
頁
。

（
（8
（　

救
世
軍
側
に
よ
る
と
、
村
松
が
救
世
軍
の
名
を
脳
裏
に
刻
ん
だ
背
景
に
は
、
逮
捕
の
少
し
前
に
『
朝
野
新
聞
』
に
大
石
正
巳
が
「
ロ

ン
ド
ン
通
信
」
を
寄
せ
、
こ
れ
に
よ
り
現
地
の
救
世
軍
の
隆
盛
に
つ
い
て
伝
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
明
治
四
十
年
四
月
に
救
世
軍
の
創
立

者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ー
ス
（W

illiam
 Booth

（
大
将
が
来
日
し
、
板
垣
退
助
が
こ
れ
を
見
送
り
に
出
た
の
を
見
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
芝

公
園
で
救
世
軍
の
青
年
が
機
関
誌
『
と
き
の
こ
ゑ
』
を
売
っ
て
い
る
の
を
買
い
求
め
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
い
、『
と
き
の
こ
ゑ
』

を
持
ち
帰
っ
た
際
に
は
自
宅
で
夫
人
に
「
僕
が
若
ヤ
ソ
に
な
る
な
ら
、
救
世
軍
に
な
る
よ
」
と
述
べ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
経
験
を

日
糖
事
件
で
の
未
決
監
で
思
い
出
し
、
罪
を
悔
悟
し
て
救
世
軍
に
行
こ
う
と
決
心
し
た
（
前
掲
『
代
議
士
か
ら
救
世
軍
士
官
に
』、
一
︱

四
頁
（。
大
正
十
五
年
に
出
版
し
た
『
救
世
軍
略
史
』
に
お
い
て
山
室
軍
平
は
、
ブ
ー
ス
大
将
の
来
日
以
降
を
救
世
軍
の
「
発
展
の
時
代
」
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と
位
置
付
け
た
上
で
、
ブ
ー
ス
大
将
が
各
地
で
大
歓
迎
を
受
け
た
こ
と
、
四
十
一
年
に
は
大
連
婦
人
ホ
ー
ム
、
東
京
の
神
田
三
崎
町
に

「
大
学
植
民
館
」
と
呼
ば
れ
る
寄
宿
舎
が
新
築
さ
れ
、
講
演
や
講
談
、
法
律
相
談
や
貧
民
医
療
、
身
上
相
談
な
ど
に
乗
り
だ
し
、
四
十
二

年
に
は
内
務
大
臣
平
田
東
助
か
ら
そ
の
「
慈
恵
救
済
事
業
」
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
て
五
〇
〇
円
を
下
付
さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
記
し

て
い
る
（
山
室
軍
平
『
救
世
軍
略
史
』
救
世
軍
出
版
及
供
給
部
、
大
正
十
五
年
、
三
〇
︱
三
七
頁
（。
禁
酒
運
動
に
も
、
か
ね
て
熱
心
に

取
り
組
ん
で
い
た
（
同
前
、
二
二
頁
（。
こ
う
し
た
全
体
的
な
趨
勢
や
活
動
ぶ
り
も
、
村
松
の
背
中
を
押
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
（（
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
四
〇
頁
。

（
40
（　

前
掲
『
三
河
憲
政
史
料
』、
三
二
五
︱
三
二
六
頁
。

（
41
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
四
六
頁
。

（
42
（　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
一
月
五
日
付
。

（
4（
（　
『
と
き
の
こ
ゑ
』
明
治
四
十
三
年
一
月
一
五
日
号
、
五
頁
。

（
44
（　
『
と
き
の
こ
ゑ
』
明
治
四
十
三
年
二
月
一
日
号
、
六
頁
。

（
45
（　

村
松
き
み
に
つ
い
て
は
、
山
室
徳
子
『
遁
れ
の
家
に
て
︱
村
松
き
み
の
生
涯
』（
ド
メ
ス
出
版
、
昭
和
六
十
年
（、
参
照
。

（
4（
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
四
七
︱
五
〇
頁
。

（
4（
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、「
資
料
」、
六
一
︱
六
二
頁
。

（
48
（　

前
掲
『
救
世
軍
略
史
』、
六
七
頁
。
山
室
軍
平
『
救
世
軍
二
十
五
年
戦
記
︱
去
四
半
世
紀
間
日
本
救
世
軍
の
運
動
』（
救
世
軍
本
営
、

大
正
九
年
（
に
よ
る
と
、
身
上
相
談
部
で
一
年
間
に
取
り
扱
っ
た
相
談
は
、「
職
業
上
の
相
談
」（
二
八
二
件
（、
金
銭
上
の
問
題
（
一
三

四
件
（、
男
女
間
の
問
題
（
一
一
一
件
（、
心
霊
上
の
問
題
（
二
二
五
件
（、
人
を
需
む
る
件
（
一
〇
〇
件
（、
疾
病
の
問
題
（
八
四
件
（、

収
容
保
護
の
問
題
（
八
八
件
（、
感
化
の
問
題
（
四
三
件
（、
行
衛
捜
索
の
問
題
（
四
三
件
（、
そ
の
他
（
二
五
六
件
（
と
な
っ
て
い
る

（
五
三
頁
（。
村
松
が
い
か
な
る
問
題
に
対
処
し
て
い
た
か
が
、
お
よ
そ
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

（
4（
（　

昭
和
六
年
六
月
十
日
付
高
津
高
二
宛
村
松
愛
藏
ハ
ガ
キ
（
田
原
市
博
物
館
所
蔵
（。
高
津
や
近
藤
に
つ
い
て
は
、
田
原
市
博
物
館

「
平
常
展　

田
原
の
歴
史
︱
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
人
々
」
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日
〜
三
月
二
十
二
日
（http://w

w
w
.

taharam
useum

.gr.jp/exhibition/ex10021（/index（.htm
l

。
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
六
日
ア
ク
セ
ス
（、
参
照
。

（
50
（　

前
掲
『
回
天
の
志
士　

村
松
愛
蔵
』、
五
〇
︱
五
二
頁
。



1（

村松愛藏における信仰と政治

（
51
（　

前
掲
「
村
松
参
軍
伝
補
遺
（
下
（」、
一
六
頁
。
こ
の
間
の
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
代
議
士
か
ら
救
世
軍
兵
士
へ
』、
六
︱

一
一
頁
、
参
照
。

（
52
（　

前
掲
「
片
岡
健
吉
に
お
け
る
信
仰
と
政
治
」、
一
五
頁
。

（
5（
（　

前
掲
「
自
由
民
権
運
動
と
キ
リ
ス
ト
教
︱
坂
本
直
寛
の
場
合
」、
一
〇
七
︱
一
二
〇
頁
。

（
54
（　
『
と
き
の
こ
ゑ
』
昭
和
十
四
年
五
月
一
日
号
、
一
頁
。

（
55
（　

年
不
明
十
一
月
二
十
三
日
付
近
藤
博
宛
村
松
愛
藏
ハ
ガ
キ
（
田
原
市
博
物
館
所
蔵
（。

（
5（
（　

年
不
明
六
月
十
一
日
付
近
藤
博
宛
村
松
愛
藏
ハ
ガ
キ
（
田
原
市
博
物
館
所
蔵
（。

（
5（
（　

前
掲
「
平
常
展　

田
原
の
歴
史
︱
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
人
々
」。

（
58
（　

こ
れ
は
内
扉
に
「
村
松
愛
藏
」
と
自
筆
の
サ
イ
ン
が
あ
る
新
約
聖
書
で
、
米
国
聖
書
教
会
が
発
行
し
た
大
正
八
年
初
版
の
改
版
（
大

正
十
四
年
発
行
（。
田
原
市
博
物
館
所
蔵
。
書
き
込
み
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
高
津
が
赤
線
を
引
い
た
箇
所
が
若
干
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

田
原
博
物
館
所
蔵
の
村
松
愛
藏
関
係
資
料
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
横
山
寛
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
（
の
協
力
を
仰
い

だ
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。


